
自治体における以下の状況等を
調査し、住宅と福祉の施策や部局
が連携することによる切れ目のな
い居住支援に資する方策を検討

○ 住宅確保要配慮者からの相談
の受付（認知）や対応、情報共
有の状況

○ 居住支援協議会を含め連携の
仕組みの整備・運営状況や、成
果を上げている仕組みの把握・
分析

○ 自治体が居住支援の取組を進
める上で必要と考える国の関係
機関の連携の在り方

○ 住宅部局と福祉部局それぞれが、互いの部
局の施策等を把握できる仕組みになっていな
い（住宅部局は公営住宅、福祉部局は各種福
祉施設しか把握していない等）。

○ 居住支援協議会を含め、住宅部局、福祉部
局、居住支援法人等の関係団体が連携して居
住支援に取り組むことの必要性やメリット※

が理解されていない。
※ 連携して相談に対応することで、住宅確保要

配慮者のニーズを踏まえた住宅の案内や入居後
の生活支援を速やかに行える可能性が高まる等

○ 国の関係機関同士の更なる連携（自治体の
両部局に対し、関連施策の情報を分かりや
すく整理して提供する等）が必要

住宅と福祉の施策や部局間の連
携に関し、以下のような例や状況
がみられる。
○ 福祉部局につないだり、共同

で対応したりすることが望まし
い相談であっても、住宅部局が
公営住宅の案内以外を行ってい
ない。

○ 市区町村での居住支援協議会
の設置が進んでいない。設置さ
れても活動が低調なケースあり

○ 居住支援施策に関する国から
の情報が、自治体の福祉部局に
伝わっていない。

■ 住宅確保要配慮者（高齢者、低額所得者、障害者等）の賃貸住宅への円滑な入居に向け、入居前の相談対応から入居後の生活
支援までの切れ目のない支援体制の構築を図るため※、令和６年通常国会において「住宅セーフティネット法」が改正
※ 国土交通省、厚生労働省及び法務省が「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」を共同で開催し、その中間とりま

とめにおいて、「福祉施策と住宅施策が緊密に連携し、相談から住まいの確保、入居後の支援までの一貫した総合的・包括的な支援体制を、行政
が積極的に関与しつつ構築すること」とされた。

■ 改正法では、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定することや、自治体における居住支援協議会※の設置の努
力義務化など住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備の推進が規定
※ 自治体・不動産関係団体・住宅確保要配慮者に対して入居支援や生活支援を行う居住支援法人等で構成。令和6年3月末現在100市区町村で設置

■ 国土交通省等は、改正法の施行（公布（令和6年6月5日）から1年6月内）に向け、自治体内の連携に係る内容も含め、自治体
の居住支援の取組を支援するための方策について検討・展開を行う予定

調査テーマ案：住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査
～住宅施策と福祉施策の連携を中心として～

現 状 想定される課題 調査の方向性

調査の背景
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＜別紙１＞住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律（概要）

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

○ 終身建物賃貸借（※）の利用促進
※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

○ 居住支援法人による残置物処理の推進
・入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設
・要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）を

国土交通大臣が認定
⇒（独）住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者

への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減（２.参照）

法律の概要

１.大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居
できる市場環境の整備

２. 居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の
供給促進

【住宅セーフティネット法】

○ 居住サポート住宅（※）の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、
見守り、 適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅（居住
サポート住宅）の供給を促進（市区町村長（福祉事務所
設置）等が認定）

⇒生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費（家賃）
について代理納付（※）を原則化
※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、特例として

保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒入居する要配慮者は認定保証業者（1.参照)が家賃債務保証を
原則引受け

３.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

○ 市区町村による居住支援協議会（※）設置を促進（努力義務化）し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進
※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

【目標・効果】
（KPI） ① 居住サポート住宅の供給戸数 ： 施行後10年間で10万戸

② 居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率 ： 施行後10年間で９割

【住宅セーフティネット法】

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅
管理業者、家主等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

＜居住サポート住宅のイメージ＞

福祉サービス

（例）
困窮者自立支
援、介護等

福祉サービス
へのつなぎ

ICT等による
安否確認
（例）
人感セン
サー 要配慮者

訪問等によ
る見守り

居住支援法人等
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＜別紙２＞住宅セーフティネット制度（現行）（概要） 参考
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＜別紙３＞居住支援協議会を設立している自治体一覧 参考


